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資料４





土
地

利
用

基
本

計
画

制
度

に
関

す
る
検

討
会

概
要

①

【
計
画
書
】

•
都
道
府
県
⼟
利
⽤
の
基
本
⽅
向
、
五
地
域
区
分
の
調
整
⽅
針
等

①
土

地
利

用
の

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
機

能

•
都
道
府
県
⾏
政
内
部
に
お
け
る
個
別
規
制
法
の
諸
計
画
に
対
す
る
総
合
調
整

（
広
域
的
調
整
、
分
野
横
断
的
調
整
）

②
総

合
調

整
機

能

【
例

：
A県

庁
内
で
の
調
整
】

産
業

環
境

農
林

県
土

整
備

・
河

川

都
市

文
化

財

企 画

市
町
村

国
の

行
政

機
関

県
国

土
審

議
会

④
⼟
地
利
⽤
の
規
制
の
基
準
と
し
て
の
役
割

全
国
の
計
画
図
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開

ht
tp
:/
/lu
ck
y.
to
ch
i.m
lit
.g
o.
jp
/

•
五
地
域
区
分
を
⼀
枚
の
地
形
図
に
表
⽰

③
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
機
能

総
合
的
な
観
点
か
ら
の
調
整
を
踏
ま
え
た
計
画
的
な
国
⼟
利
⽤
が
必
要

•
⼟
地
の
管
理
⽔
準
低
下
に
よ
る
外
部
的
・
社
会
的
問
題
発
⽣
へ
の
懸
念

•
市
街
地
の
低
密
度
化
に
よ
る
⾏
政
・
公
共
交
通
ｻｰ
ﾋﾞ
ｽ⽔
準
低
下

→
都
市
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
や
⽣
活
拠
点
へ
の
集
約
へ
の
関
⼼

①
人

口
減

少
下

で
の

国
土

の
管

理
水

準
低

下
・
土

地
利

用
の

非
効

率
化

②
価
値
観
の
多
様
化
、
⼟
地
利
⽤
の
質
的
向
上
へ
の
対
応

•
防
災
・
⾃
然
環
境
や
景
観
の
保
全
・
再
⽣
へ
の
意
識
の
向
上

•
希
少
な
野
⽣
動
植
物
の
保
全
を
シ
ン
ボ
ル
に
掲
げ
た
地
域
づ
く
り
の
取

組
も

③
今
⽇
的
な
⼟
地
利
⽤
上
の
課
題

•
⾃
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
施
設
の
建
設
件
数
の
増
加

等

•
狭
⼩
な
国
⼟
に
様
々
な
⼟
地
利
⽤
が
競
合

•
⼟
地
利
⽤
の
不
可
逆
性
・
相
隣
性
、
⼟
地
の
有
限
性
・
公
共
性

•
依
然
と
し
て
農
林
業
地
と
都
市
的
⼟
地
利
⽤
の
調
整
は
必
要

④
従
来
か
ら
の
課
題

〇
委
員

【
有
識
者
】
内
海

⿇
利

駒
澤
⼤
学
法
学
部
教
授

北
村

喜
宣

上
智
⼤
学
法
科
⼤
学
院
教
授

〇
中
出
⽂
平

⻑
岡
技
術
科
学
⼤
学
副
学
⻑

広
⽥

純
⼀

岩
⼿
⼤
学
農
学
部
教
授

【
⾃
治
体
】
栃
⽊
県
、
新
潟
県
、
兵
庫
県

⼟
地
利
⽤
基
本
計
画
担
当
部
局

（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

国
⼟
交
通
省
、
農
林
⽔
産
省
、
環
境
省

関
係
部
局
）

〇
検
討
事
項

【
第
１
回
】
平
成
28
年
１
⽉
28
⽇

•
⼈
⼝
減
少
下
の
⼟
地
利
⽤
の
課
題

•
⼟
地
利
⽤
の
総
合
調
整
機
能

【
第
２
回
】
平
成
28
年
３
⽉
15
⽇

•
⼟
地
利
⽤
の
総
合
調
整

•
⼟
地
利
⽤
基
本
計
画
制
度
の
利
活
⽤

【
第
３
回
】
平
成
28
年
６
⽉
22
⽇

•
地
⽅
分
権
改
⾰
を
踏
ま
え
た
制
度
の
あ
り
⽅

•
論
点
整
理

【
第
4回

】
平
成
28
年
９
⽉
26
⽇

•
中
間
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

１
．
⼟
地
利
⽤
上
の
課
題
の
質
的
変
化

横
断
的
視
点
か
ら
の
⼟
地
利
⽤
の
総
合
調
整
の
必
要
性

〇
中
間
取
り
ま
と
め
概
要

２
．
⼟
地
利
⽤
基
本
計
画
の
意
義

1
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土
地

利
用

基
本

計
画

制
度

に
関

す
る
検

討
会

概
要

②

３
．
地
⽅
分
権
改
⾰
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
国
へ
の
協
議
の
あ
り
⽅
に
つ
い
て

•
⼿
続
の
重
複
、
後
追
い
。
⼿
続
に
要
す
る
時
間
が
⻑
く
、
開
発
案
件
を
進
め
る
上
で
の
負
担
に
。
ま
た
、
変
更
⼿
続
が
⾃
治
体
の
業
務
の
負
担
と
な
っ
て
い
る

•
調
整
の
必
要
性
は
感
じ
る
が
、
任
意
の
事
前
調
整
の
み
と
す
べ
き
で
は
な
い
か

•
都
道
府
県
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
「
引
き
続
き
協
議
を
存
置
す
べ
き
」
を
選
択
し
た
の
は
、
計
画
書
で
26
%
、
計
画
図
で
17
%

•
⼟
地
の
有
限
性
・
公
共
性
・
相
隣
性
・
不
可

逆
性

•
⼟
地
は
⼀
度
改
変
す
る
と
容
易
に
復
元
で
き

る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
⼟
地
利
⽤
は
、
国

⺠
⽣
活
に
も
極
め
て
重
⼤
な
影
響

⼟
地
利
⽤
は
計
画
的
に
⾏
う
必
要

•
⼟
地
利
⽤
の
総
合
調
整
を
⾏
う
、
法
制
上
唯

⼀
の
存
在

•
個
別
法
に
基
づ
く
諸
計
画
に
対
す
る
上
位
計

画
性
を
有
し
て
お
り
、
国
の
⾏
政
機
関
も
、

こ
れ
に
即
し
て
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
（
法
第
10
条
）
た
め
、
⼟
地
利
⽤

に
つ
い
て
⾏
政
機
関
の
⼀
体
性
を
確
保
す
る

必
要

•
国
固
有
の
関
⼼
事
項
（
安
全
保
障
上
の
観
点
等
）
は
、
都
道
府
県
が

単
独
で
確
認
す
る
こ
と
は
困
難

•
⾃
治
体
だ
け
で
は
把
握
が
困
難
な
事
項
（
希
少
な
野
⽣
動
植
物
の
⽣

息
地
等
）
に
つ
き
国
が
⼀
元
的
に
確
認
す
る
現
⾏
の
仕
組
み
は
有
⽤

•
個
別
法
で
は
調
整
し
な
い
内
容
に
つ
い
て
も
調
整

•
事
後
報
告
を
希
望
す
る
意
⾒
で
あ
っ
て
も
、
事
前
の
調
整
を
⼗
分
に

⾏
う
こ
と
等
を
前
提
と
し
た
場
合
も

•
⼟
地
利
⽤
の
問
題
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
。
想
定
外
の
問
題
に
備

え
、
⼟
地
利
⽤
基
本
計
画
の
総
合
調
整
の
枠
組
は
存
置
す
べ
き
。

制
度
⾯
か
ら
も
実
態
⾯
か
ら
も
、
⼟
地
利
⽤
基
本
計
画
策
定
・
変
更
時
の
国
へ
の
協
議
は
必
要

•
制
度
と
し
て
国
へ
の
協
議
を
存
置
す
る
と
し
て
も
、
事
務
の
効
率
化
は
喫
緊
の
課
題
。
以
下
の
よ
う
な
改
善
が
必
要
で
は
な
い
か


国
と
の
協
議
を
要
す
る
案
件
の
対
象
の
縮
⼩


国
と
の
協
議
⼿
続
に
要
す
る
時
間
の
短
縮
（
協
議
の
⼀
本
化
）


国
と
の
協
議
に
お
け
る
関
係
⾏
政
機
関
の
指
摘
・
関
⼼
の
類
型
化

等

•
制
度
発
⾜
以
来
、
⼟
地
利
⽤
基
本
計
画
は
、
⼟
地
利
⽤
の
計
画
的
運
⽤
や
総
合
的
な
観
点
か
ら
の
調
整
と
い
う
命
題
に
対
し
、
⼀
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た

•
本
格
的
な
⼈
⼝
減
少
社
会
を
迎
え
た
現
代
に
お
い
て
も
、
⼟
地
利
⽤
の
計
画
的
な
調
整
に
よ
り
適
正
な
⼟
地
利
⽤
の
確
保
や
国
⼟
資
源
の
適
切
な
管
理
を
図
る
こ
と
は
重
要

•
⼟
地
利
⽤
基
本
計
画
の
役
割
に
は
⼤
き
な
転
換
点
。
⼀
層
の
運
⽤
改
善
・
利
活
⽤
の
促
進
、
更
に
役
割
を
改
め
て
⾒
直
す
こ
と
で
、
現
代
の
課
題
に
あ
っ
た
対
応
を
す
る
必
要

•
⾃
治
体
と
国
が
連
携
し
、
適
正
な
⼟
地
利
⽤
の
実
現
が
図
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

４
．
今
後
に
向
け
て

①
国
へ
の
協
議
を
不
要
と
す
る
主
な
意
⾒

②
⼟
地
利
⽤
上
の
原
則

③
⼟
地
利
⽤
基
本
計
画
の
構
造

④
総
合
調
整
の
実
態

⑤
制
度
運
⽤
の
効
率
化
に
向
け
て
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